
 

 

Bulletin No.2026-06 

2026 年 5 月 12 日 

CATERHAM CUP JAPAN 事務局 

 

エントラント 及び 関係者 各位 

 

CATERHAM CUP JAPAN2026 TECHNICAL REGULATION 

の追加について 

 

①CATERHAM CUP JAPAN2026 シリーズ TECHNICAL REGULATION「第 10 条車体」10-4-3 項を変更し下

記内容を即時適用する。 

 

 

変更前 

10-4-3 ステアリングホイール 

 認定部品純正スウェードステアリングホイールに限り交換が認められる。 

 ステアリングスポーク部のパットは飛散防止のため取外すこと。但し、公道復帰車検時には装着すること。 

 

変更後 

10-4-3 ステアリング 

（1）認定部品純正スウェードステアリングホイールに限り交換が認められる。 

   ステアリングスポーク部のパットは飛散防止のため取外すことを推奨する。 

取外した場合、公道復帰車検時には装着すること。 

（2）認定部品純正クイックリリースボス＆ステアリングアッパーコラムに限り交換を認める。 

   脱着機能はレース中に機能させても良い。但し、公道復帰車検時には脱着機能を無効化させること。 

 

 

以上  


